
 

消 防 予 第 １ ４ 号 

平成２４年１月２７日 

 

 

 各都道府県消防防災主管部長 殿 

 東京消防庁・指定都市消防長 殿 

 

 

                  消 防 庁 予 防 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

   消防法第３６条第１項において準用する消防法第８条の２の３に定 

める特例認定に係る運用について 

 

 

 消防法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第３０１号）附則第２

条第１項により、平成２１年６月１日時点において現に存する防災管理対象物

（消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第４７条第１項に規定する防災管

理対象物をいう。以下同じ。）については、消防法（昭和２３年法律第１８６号。

以下「法」という。）第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第１項

及び法第３６条第４項の規定が平成２４年６月１日から適用されることから、

その運用上の留意事項を下記のとおりまとめましたので、適正な運用に十分配

慮されるとともに、貴都道府県内の市町村（消防法の事務を処理する一部事務

組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いします。 

 なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定

に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 認定申請の受付 

  法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第２項の規定に基づ

く申請があった場合は、防災管理点検報告特例認定申請書（消防法施行規則

（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」という。）第５１条の１６第２項

の規定に基づく別記様式第１６号）の記載事項及び法第３６条第１項におい

て準用する法第８条の２の３第２項の規定に基づく添付書類を確認し、不備

があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めること。 

 



 

２ 検査項目 

  申請があった防災管理対象物（以下「申請防災管理対象物」という。）にお

いて、別記の検査項目について検査を行うこと。 

 

３ 検査要領 

 (1) 検査は、書類確認及び立入りにより行うこと。 

 (2) 消防機関が把握している過去の立入検査（防災基準及び防火・防災基準

適合表示制度に基づく立入調査を含む。）の結果及び点検報告の状況等から、

申請防災管理対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認

められる検査項目については、当該検査項目の立入りによる検査の実施に

当たっては、消防長又は消防署長が認める範囲で、一定の抜き取り検査等

により検査の簡素化を図ることができるものであること。 

 (3) 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その

時点で検査を終了することができるものであること。 

   なお、この場合においても、すべての検査項目について検査を実施して

も差し支えないものであること。 

 

４ 認定の決定及び通知 

  法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第３項の規定に基づ

き認定することを決定したときは、認定通知書（別記様式１）により申請者

に通知すること。 

 

５ 不認定の決定及び通知 

 (1) 法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第３項の規定に基

づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書（別記様式１）によ

り申請者に通知すること。 

 (2) 不認定通知書には、認定しない理由を明示すること。 

 

６ 特例認定の表示 

(1) 防災管理点検の特例認定の表示を付する場合には、規則第５１条の１７ 

に規定する別表第６（防災優良認定証）を当該防災管理対象物の見やすい箇

所に付するよう指導すること。 

(2) 防火対象物点検及び防災管理点検の双方の対象となっている防災管理対

象物において特例認定の表示を付する場合には、規則第５１条の１９第１項

に規定する別表第８（防火・防災優良認定証）を当該防災管理対象物の見や

すい箇所に付するよう指導すること。 

 

 



 

７ 管理権原者変更届出書の提出 

 認定を受けた防災管理対象物（以下「認定防災管理対象物」という。）の管

理について権原を有する者（以下「管理権原者」という。）が変更されたにも

かかわらず、法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第５項の

規定に基づく管理権原者変更届出書（規則第５１条の１６第２項の規定に基

づく別記様式第１７号）の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、

当該届出書の提出を指導すること。 

 なお、指導に応じない場合は、法第４６条の５の規定を適用するための過

料事件の通知を行うこと。 

 

８ 認定の取消し 

  認定防災管理対象物に対し法第３６条第１項において準用する法第８条の

２の３第６項の規定に基づき認定の取消しを決定したときは、認定取消書（別

記様式２）により当該防災管理対象物の管理権原者に通知すること。 

  また、認定の取消しに当たっては、行政手続法（平成５年法律第８８号）

第１３条第１項の規定に基づく聴聞を実施する必要があること。 

  なお、聴聞の事務手続については、「違反処理標準マニュアル」（平成２１

年９月１１日付け消防予第３７９号）第１．６（１）を参考にすること。 

 

９ 認定通知書の通知証明書の交付 

  認定防災管理対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理

由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められた場合、当該通

知をした消防長又は消防署長は、当該通知をしたことの証明書を交付するこ

とができるものであること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【参考】 

事 務 処 理 手 順 処  理  要  領 

 

 

 

      

 

 

 

 

   不備無し  不備あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               認定要件不適合 

 

 

  認定要件適合 
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● 申請書の記載事項及び添付書類が含まれてい

るか確認する。 

● 不備等がある場合は、相当の期限を定めて当

該申請の補正を求める。 

 

 

 

 

 

 

● 検査は書類確認及び立入りにより行い、別記

の検査項目についてそれぞれの判定基準に該当

するか確認する。 

● 不適合の検査項目が確認できた場合は、検査

を終了し不認定の通知を行うことができる。 

 

 

 

 

 

※１ 認定通知書に認定の効力の生ずる日等必要

事項を記載する。 

※２ 不認定通知書に認定しない理由等必要事項

を記載する。 

 

● 認定・不認定の通知を通知書により行う。通

知書は、原則として直接交付する。 

 

 

 

 

認 定 申 請 

補 正 

申請書等の受付 

書類確認 

立 入 り 

検

査 

認 定 の 決 定 

通 知 書 作 成 

不認定の決定 

通      知 



別記様式１ 

（認定・不認定）通知書 

 

 第   号 

  年  月  日 

 

 （申請者住所・氏名等） 殿 

 

                       消防長（消防署長） 

   印 

 

 消防法第３６条第１項において準用する消防法第８条の２の３第３項の規定により、 

   年  月  日付けで申請のあった下記の防災管理対象物に係る特例については、

（認定する・認定しない）ことを決定したので通知する。 

教 示 

  この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

６０日以内に市町村長（消防長）に対して審査請求することができる。 

  また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月 

以内に○○市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において 

○○市を代表する者は○○市長となる。）。 

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があっ 

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に○○市を被告として処分の取消しの

訴えを提起することができる。 

記 

 

防 災 管 理 

対 象 物 

所在地  

名 称  

用 途  

認定の効力が生じる日        年   月   日 

認 定 し な い 理 由  

特 記 事 項  

備考 １ 認定通知書の場合は認定の効力が生じる日を、不認定通知書の場合は認定しない理
由を記載すること。 

   ２ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 



別記様式２ 

第   号 

  年  月  日 

 

 （住所・氏名等） 殿 

 

                       消防長（消防署長） 

   印 

 

特 例 認 定 取 消 書 

 

 下記の防災管理対象物は、消防法第３６条第１項において準用する消防法第８

条の２の３第６項第  号の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認定

を取り消す。 

 

記 

 

１ 防災管理対象物の所在地、名称等 

 

 

２ 特例認定年月日・番号 

 

 

３ 特例認定取消し（処分）の理由となる事実 

 

 

 

 

教 示 

  この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６０日以内に市町村長（消防長）に対して審査請求することができる。 

  また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇

月以内に○○市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟にお

いて○○市を代表する者は○○市長となる。）。 

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に○○市を被告として処分の取

消しの訴えを提起することができる。 

 

 



別 記 

防災管理点検の特例認定に係る検査項目等 
検 査 項 目 判  定  基  準 根 拠 条 文 

管理開始日 
申請者が、申請のあった消防法（以下「法」という。）第３６条第１項に該当する建築
物その他の工作物（以下「申請防災管理対象物」という。）の管理を開始した日から申
請日において３年以上経過していること。 

法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第１号 

命令の有無 

申請日前の３年以内において法第５条第１項、第５条の２第１項、第５条の３第１項、

第８条第３項若しくは第４項、第８条の２の５第３項、第１７条の４第１項若しくは第
２項又は第３６条第１項において準用する第８条第３項若しくは第４項の規定による
命令（申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの

法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。）を受けていないこと。 
法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第２号
イ 

命令事由の有無 

法第５条第１項、第５条の２第１項、第５条の３第１項、第８条第３項若しくは第４項、
第８条の２の５第３項、第１７条の４第１項若しくは第２項又は第３６条第１項におい

て準用する第８条第３項若しくは第４項の規定による命令（申請防災管理対象物の位
置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の
法律に違反している場合に限る。）を受けるべき事由が現にないこと。 

取消しの有無 
申請日前の３年以内において法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第

６項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 
法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第２号
ロ 取消し事由の有無 

法第３６条第１項において準用する法第８条の２の３第６項の規定に基づく認定の取
消しを受けるべき事由が現にないこと。 

法第３６条第１項において
準用する法第８条の２の２
第１項による点検及び報告の
実施 

申請日前の３年以内において消防法施行規則（以下「規則」という。）第５１条の１２

第２項において準用する規則第４条の２の４第１項に規定する期間ごとに点検し、報告
されていること。 

法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第２号
ハ 

虚偽報告の有無 申請日前の３年以内において虚偽の報告をしていないこと。 

法第３６条第１項において
準用する法第８条の２の２
第１項による点検の結果 

申請日前の３年以内において実施した法第３６条第１項において準用する法第８条の

２の２第１項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合しているこ
と。 

法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第２号
ニ 

防災管理者選任（解任）届
出書の有無 

規則第５１条の９の届出がされていること。 

法第３６条第１項にお
いて準用する法第８条
の２の３第１項第３号 

防災管理に係る消防計画作
成（変更）届出書の有無 

規則第５１条の８第１項の届出がされていること。 

自衛消防組織設置（変更）
届出書の有無 

消防法施行令（以下「令」という。）第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２

号に掲げる防火対象物にあっては、同条第１号に規定する自衛消防組織設置防火対象物
の用途に供される部分に限る。）にあっては、法第８条の２の５第２項の届出がされて
いること。 

防災管理業務の一部委託 
防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第５１条の８第２項において準用する
規則第３条第２項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定
められていること。 

管理権原を有する範囲 
建築物その他の工作物（以下「防災管理対象物」という。）で管理について権原が分か
れている場合は、規則第５１条の８第２項において準用する規則第３条第３項に定める

事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 

大規模地震対策特別措置法
の指定 

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物

である場合は、規則第５１条の８第２項において準用する規則第３条第４項に定める事
項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 

防災管理に係る消防計画の
実施 

規則第５１条の８第１項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係
る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 

自衛消防組織の業務の実施 

令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２号に掲げる防火対象物にあっては、

同条第１号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。）に
あっては、規則第４条の２の１０第１項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物
の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施され

ていること。 

共同自衛消防組織の決定 

令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２号に掲げる防火対象物にあっては、

同条第１号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。）の
うち、令第４条の２の５第２項の規定により、その管理について権原を有する者が共同
して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第４条の２の１０第２項各号に定める事

項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定め
られたとおり適切に実施されていること。 

訓練の実施回数 避難訓練を年１回以上実施していること。 

訓練の事前通報の有無 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 

共同防災管理協議事項の決
定及び届出の有無 

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第５１条の 
１１において準用する規則第４条の２第１項に規定する事項が定められ、届出がされて
いること。 

避難上必要な施設等の維持
管理 

法第８条の２の４に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されて
いること。 

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。 


